
 

 

○
厚
生
労
働
省
告
示
第
十
八
号 

診
療
報
酬
の
算
定
方
法
（
平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
十
九
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
掲
診
療
料
の
施
設
基
準
等

（
平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
六
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す

る
。 

令
和
五
年
一
月
三
十
一
日 

厚
生
労
働
大
臣 

加
藤 

勝
信

特
掲
診
療
料
の
施
設
基
準
等
の
一
部
を
改
正
す
る
件 



  

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 
 
 

正 
 
 

後 

改 
 
 

正 
 
 

前 

第
七 

投
薬 

第
七 

投
薬 

一
～
三 

（
略
） 

一
～
三 

（
略
） 

四 
外
来
後
発
医
薬
品
使
用
体
制
加
算
の
施
設
基
準 

四 

外
来
後
発
医
薬
品
使
用
体
制
加
算
の
施
設
基
準 

(1)
～
(3) 

（
略
） 

(1)
～
(3) 

（
略
） 

(4) 

医
科
点
数
表
区
分
番
号
Ｆ
１
０
０
に
掲
げ
る
処
方
料
の
注
11
及
び

歯
科
点
数
表
区
分
番
号
Ｆ
１
０
０
に
掲
げ
る
処
方
料
の
注
９
に
規
定

す
る
施
設
基
準 

 
 

（
新
設
） 

イ 

外
来
後
発
医
薬
品
使
用
体
制
加
算
に
係
る
届
出
を
行
っ
て
い
る
保

険
医
療
機
関
で
あ
る
こ
と
。 

 

ロ 

医
薬
品
の
供
給
が
不
足
し
た
場
合
に
、
医
薬
品
の
処
方
等
の
変
更

等
に
関
し
て
適
切
な
対
応
が
で
き
る
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と

。 

 

ハ 

ロ
の
体
制
に
関
す
る
事
項
並
び
に
医
薬
品
の
供
給
状
況
に
よ
っ
て

投
与
す
る
薬
剤
を
変
更
す
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
及
び
変
更
す
る
場

合
に
は
患
者
に
十
分
に
説
明
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
当
該
保
険
医
療

機
関
の
見
や
す
い
場
所
に
掲
示
し
て
い
る
こ
と
。 

 

五 

医
科
点
数
表
区
分
番
号
Ｆ
４
０
０
に
掲
げ
る
処
方
箋
料
の
注
９
及
び
歯 

科
点
数
表
区
分
番
号
Ｆ
４
０
０
に
掲
げ
る
処
方
箋
料
の
注
７
に
規
定
す
る 

一
般
名
処
方
加
算
の
施
設
基
準 

（
新
設
） 

薬
剤
の
一
般
的
名
称
を
記
載
す
る
処
方
箋
を
交
付
す
る
場
合
に
は
、
医 

薬
品
の
供
給
状
況
等
を
踏
ま
え
つ
つ
、
一
般
名
処
方
の
趣
旨
を
患
者
に
十 

分
に
説
明
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
当
該
保
険
医
療
機
関
の
見
や
す
い
場
所 

に
掲
示
し
て
い
る
こ
と
。 

 

第
十
五 

調
剤 

第
十
五 
調
剤 

一
～
三 

（
略
） 

一
～
三 
（
略
） 

四 

地
域
支
援
体
制
加
算
の
施
設
基
準 

四 

地
域
支
援
体
制
加
算
の
施
設
基
準 

(1)
～
(4) 

（
略
） 

(1)
～
(4) 
（
略
） 

(5) 

調
剤
基
本
料
の
注
12
に
規
定
す
る
施
設
基
準 

（
新
設
） 



  

イ 

地
域
支
援
体
制
加
算
に
係
る
届
出
を
行
っ
て
い
る
保
険
薬
局
で
あ

る
こ
と
。 

ロ 

後
発
医
薬
品
調
剤
体
制
加
算
に
係
る
届
出
を
行
っ
て
い
る
保
険
薬

局
で
あ
る
こ
と
。 

ハ 

当
該
保
険
薬
局
の
存
す
る
地
域
の
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局

（
同
一
グ
ル
ー
プ
の
保
険
薬
局
を
除
く
。
）
に
対
す
る
在
庫
状
況
の

共
有
、
医
薬
品
の
融
通
な
ど
を
行
っ
て
い
る
こ
と
。 

ニ 
ハ
の
取
組
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
当
該
保
険
薬
局
の
見
や
す

い
場
所
に
掲
示
し
て
い
る
こ
と
。 

四
の
二
～
十
三 

（
略
） 

四
の
二
～
十
三 

（
略
） 

第
十
七 

経
過
措
置 

第
十
七 

経
過
措
置 

一
～
三 

（
略
） 

一
～
三 

（
略
） 

四 

令
和
五
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
に
療
養
の
給
付
及
び
公
費
負
担
医
療

に
関
す
る
費
用
の
請
求
に
関
す
る
省
令
第
一
条
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処

理
組
織
の
使
用
に
よ
る
請
求
を
開
始
す
る
旨
の
届
出
を
行
っ
て
い
る
保
険

薬
局
に
つ
い
て
は
、
同
日
ま
で
の
間
に
限
り
、
第
十
五
の
九
の
五
の
(1)

に
該
当
す
る
も
の
と
み
な
す
。 

(

新
設) 

 

 


